
8広報すおう大島 平成 21 年 ( 2009 年 )7 月号

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
、
平
成
21
年
7
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
8
月
以
降
も
認
定
が

可
能
な
方
に
は
、7
月
中
旬
に
「
申

請
の
お
知
ら
せ
」
と
「
申
請
書
」

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
引
き
続
き

必
要
な
方
は
、
8
月
31
日
ま
で
に

申
請
を
行
っ
て
下
さ
い
。（
認
定
証

は
申
請
を
行
っ
た
月
の
初
日
か
ら

有
効
と
な
り
ま
す
の
で
、
9
月
1

日
以
降
に
申
請
を
さ
れ
ま
す
と
、

認
定
さ
れ
な
い
空
白
の
月
が
生
じ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

　

な
お
、
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
の
認

定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
そ
の
認

定
証
の
有
効
期
間
内
の
入
院
日
数

の
合
計
が
91
日
以
上
の
場
合
は
、

申
請
日
か
ら
食
事
代
が
更
に
減
額

さ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
の

　
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

更
新
申
請
は 

８
月
31
日
ま
で

■ 

申
請
場
所 　

健
康
増
進
課
医
療
保
険
班
、
総
合
支
所
ま
た
は
出
張
所

■ 

必
要
な
も
の 

・
保
険
証

・
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
平
成
20
年
度
の
認
定
証

・
現
在
「
区
分
Ⅱ
」
の
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
そ
の
認
定
期
間
内

の
入
院
日
数
の
合
計
が
91
日
以
上
の
場
合
、
入
院
日
数
が
確
認
で
き
る

書
類
（
病
院
の
領
収
書
な
ど
）

　町広報紙６月号でお
知らせしましたとおり、
従来より大きいサイズ
の後期高齢者医療の保険
証を７月中旬に送付しま
す。７月末までに届かな
い場合は、健康増進課医
療保険班までお問い合わ
せください。

保険証のサイズが変
わります

 

■
問
い
合
わ
せ

　

 

健
康
増
進
課　

　

 

医
療
保
険
班

 

☎
７
７
‐
５
５
０
２

　

町
で
は
、
次
の
公
の
施
設
に
つ
い
て
、

指
定
管
理
者
制
度
の
趣
旨
や
施
設
ご
と
の

設
置
目
的
を
十
分
に
理
解
し
、
公
正
か
つ

効
率
的
に
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
指
定
管
理
者
の
公
募
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
７
月
下
旬
ご
ろ
募
集
要
項
等
を
、
下

記
各
担
当
課
・
担
当
支
所
お
よ
び
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
ま
す
。

【
指
定
管
理
者
制
度
と
は
】

　

従
来
の
管
理
委
託
制
度
と
は
異
な

り
、
施
設
の
管
理
に
民
間
の
能
力
や
ノ

ウ
ハ
ウ
を
幅
広
く
活
用
し
つ
つ
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
コ
ス
ト
の
節
減
等

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

す
。

No 施　設　の　名　称 担当課 問い合わせ

1
周防大島町久賀歴史民俗資料館

久賀教育支所
☎０８２０
 （７２）２２７１

周防大島町町衆文化伝承の館
周防大島町町衆文化の薫る郷公園

2 日本ハワイ移民資料館 大島教育支所
☎０８２０
 （７４）５３００

３
周防大島町サン・スポーツランド片添

商工観光課
☎０８２０
 （７９）１００３

周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド
周防大島町青少年旅行村

４
周防大島町陸奥野営場
周防大島町立陸奥記念館
周防大島町なぎさ水族館

５ 周防大島町総合交流ターミナル
６ 竜崎温泉潮風の湯

（注）公募は、№１～６の施設をそれぞれ１件として募集する予定です。

公の施設の
指定管理者を募集します

No ３：周防大島町サン・
スポーツランド片添等

No１：周防大島町久賀
歴史民俗資料館等

No２：日本ハワイ移民
資料館

No４：周防大島町陸奥
野営場等

No５：周防大島町総合
交流ターミナル

No６：竜崎温泉潮風の湯


